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指定管理者制度による下水道の管理について 
 
 
平成１５年６月１３日に公布された地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１

号）において公の施設の管理に関する指定管理者制度が創設されたところである。 
各都道府県、政令指定都市においては、指定管理者制度による公共下水道等の管理について、

下記事項に留意の上、適切に対応されたい。 
なお、貴都道府県内市町村（政令指定都市を除く。）にもこの旨周知をされたい。 
 

 
記 
 

 
１ 指定管理者制度の趣旨 

従来、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２において、普通地方公共団体

は、条例の定めるところにより、公の施設の管理を普通地方公共団体が出資している一定の法

人等に委託することができることとされていた（管理委託制度）。 
今般、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間

の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的と

して、地方自治法第２４４条の２が改正され、従来の管理委託制度に代わる新たな制度として

指定管理者制度が創設され、地方公共団体が指定する法人その他の団体（指定管理者）に公の

施設の管理を行わせることができることとなった（指定管理者制度）ものである。 
 
 
２ 下水道における指定管理者制度の適用 
（１）地方自治法の指定管理者制度と個別の公物管理法との関係 

地方自治法の指定管理者制度と個別の公物管理法は、一般法と特別法の関係にあるため、

個別の公物について地方自治法の指定管理者制度が適用されるか否かは、個別法の規定の解

釈によるものである。 
なお、地方自治法の解釈として、指定管理者制度は、事実行為のみにも適用可能であるが、

使用料の強制徴収、行政財産の目的外使用許可等の法令により地方公共団体の長のみが行う

ことができる権限は指定管理者に行わせることはできないこととされている。 
 
（２）下水道における指定管理者制度の適用    
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（１）を踏まえ、下水道における指定管理者制度の適用については、以下のとおりとする。 
下水処理場等の運転、保守点検、補修、清掃等や管渠の保守点検、補修、清掃等あるいは

使用料の徴収管理等の事実行為については、指定管理者制度を活用することなく業務委託を

行うことが従前どおり可能であるほか、委託する管理の内容に応じ指定管理者制度によるこ

とも可能である。 
   一方、排水区域内の下水道の利用義務付け、悪質下水の排除規制、物件の設置の許可、使

用料等の強制徴収、監督処分等の下水道管理者が行うべき公権力の行使に係る事務等につい

ては、指定管理者制度は適用できないので十分留意すること。 
 
 
３ 下水道において指定管理者制度を適用する場合の手続 
（１）条例の制定 

指定管理者制度を適用する場合には、条例において、指定管理者の指定の手続、指定管理

者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとされている（地方自治

法第２４４条の２第４項）ので、下水道において指定管理者制度を適用する場合には、具体

的に以下の事項を定めることが適当である。 
 

① 指定の手続 
申請の方法、選定基準等について定めることとなるので、申請の方法として業務実施計

画書を提出させること等を定めるとともに、選定基準として、以下の事項等を定めること。 
・施設の維持管理を効率的に行うことができる専門的知識及び技術的な能力に加え、維

持管理を安定的に継続して行う財産的基盤を有していること。 
・指定管理者に管理を行わせることにより、施設の効用を最大限に発揮することが可能

になるとともに施設の維持管理経費の縮減が図られること。など 
 

② 管理の基準 
下水道として適切な維持管理を確保する上で必要となる事項として、放流水の水質や汚

泥の含水率、施設の機能確保等について、管理を行わせようとする下水道施設などの実情

を踏まえて定めること。 
  

③ 業務の範囲 
２（２）を踏まえた上で、各施設の目的や態様等に応じて指定管理者が行う業務の具体

的な範囲を定めること。 
    この場合、清掃、警備等の個々の具体的な業務の一部を指定管理者から第三者へ委託す

ることは差し支えないが、管理に係る業務を一括して第三者へ委託することはできないも

のであることを担保すること。 
 
（２）指定管理者の指定 

① 指定管理者の指定にあたっては、指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称、   

指定管理者となる団体の名称、指定の期間等について議会の議決を経ることとされて   

いる（地方自治法第２４４条の２第６項）。 
 

② 指定管理者の指定に際しては、施設の諸元、流入水の水質等の当該施設の特性のほか、

下水道の維持管理に関する専門的な知識及び技術的な能力、財産的基盤等の応募条件を記

載した募集要項等を事前に公表するなど広く民間事業者が参加できるように配慮すること。 
 

③ 条例制定、選定等の手続き、議会の議決、協定の締結、事務引継等の期間を考慮して計

画的に事務手続を進め、指定管理者が業務を円滑に開始できるように必要な措置を講ずる



 
こと。 

 
  ④ 指定管理者に支出する委託費の額等条例で定める項目以外の細目的事項については、地

方公共団体と指定管理者との間の協定等の中で明らかにしておくこと。 
 
（３）指定管理者に対する監督等 
      地方公共団体は、指定管理者からの事業報告書の提出（地方自治法第２４４条の２第７項）、

指定管理者に対する当該管理の業務又は経理の状況に関する報告、実地調査又は必要な指示

ができるほか、地方公共団体は、指定管理者が上記指示に従わない場合等においては、指定

の取消し又は業務の停止命令を行うことができる（地方自治法第２４４条の２第１０項及び

第１１項）ので、適宜必要な措置を講ずること。 
 
 
４ 下水道管理者として適切な管理を確保するための留意事項 

① 下水道管理者として、指定管理者への指示､監督等の施設の適切な管理を確保するための

必要な措置が行えるよう十分な体制が整備できていること。特に、異常時、緊急時におい

て下水道管理者として行うべき権限、事務を適切に行使するとともに、指定管理者への指

示などを的確に行うための必要な体制が整備できていること。 
 

② 従来の管理委託制度、民間業者への業務委託と同様に、指定管理者に管理を行わせる場

合においても、下水道管理者には下水道法第３条に基づく下水道管理者として本来行うべ

き権限、事務を適切に行使する責任が存することはもちろん、国家賠償法における公の営

造物の設置管理瑕疵に基づく損害賠償責任等の対外的な法的責任を負うこと。 
 

③ 指定管理者制度による下水処理場等の維持管理の委託を包括的民間委託で実施する場合

においては、別途通知する「下水処理場等の維持管理における包括的民間委託の推進につ

いて」（平成１６年３月３０日 国都下管第１０号 下水道管理指導室長通知）を参考にす

ること。 
 
５ その他 
（１）経過措置 

管理委託制度を適用している施設について、同制度に替えて引続き指定管理者制度を適用

する場合には、平成１５年９月２日（改正地方自治法の施行日）から起算して３年以内に、

当該施設の管理に関する条例を改正し、指定管理者制度を適用するための本通知に基づく手

続きを行う必要があること。 
 
（２）その他 

平成１６年２月２７日付け地域再生本部決定の『「地域再生推進のためのプログラム」３

（１）地域主導による資源の有効活用 ③アウトソーシングの促進』において「地方公共団

体の行政サービスについて、潜在的ニーズを民間の創意工夫で顕在化させ、新たなビジネス、

雇用の機会を創出する観点」から本制度を活用できることとされているので参考にされたい。 
 
 
 
 


